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劣化対策等級（構造躯体等）　　　  かつ 構造の種類に応じた基準

木造

鉄筋コンクリート造

床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置　など

水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す

鉄骨造 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置
または 上記木造の基準

維持管理対策等級（専用配管）

維持管理対策等級（共用配管）

更新対策（共用排水管）

40 ㎡以上

一戸建ての住宅

共同住宅等

75 ㎡以上 ※少なくとも１の階の床面積が 40 ㎡以上

　（階段部分を除く面積）

※地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める    

　場合は、その面積要件を満たす必要がある

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協
定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
　※申請先の所管行政庁に確認が必要

政令で定めるものについて仕様並び
に点検の項目及び時期を設定

高齢者等配慮対策等級（共用部分）
　※一部の基準を除く

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

等級３
等級３

等級３

等級３
等級３

一戸建て
の住宅

性能項目等 新築基準の概要
共同
住宅等

性能項目等 新築基準の概要

○ ○

— ○

一戸建て
の住宅

共同
住宅等

断熱等性能等級 かつ 一次エネルギー消費量等級 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

長期優良住宅認定制度は、「 」「 」のどちらも利用できます。

※「長期使用構造等」とは、［劣化対策］［耐震性］［省エネルギー性］［維持管理・

　更新の容易性］［可変性］［バリアフリー性］の６つの性能項目です。

について

検索長期使用構造等

　　　について等級
検索評価方法基準

災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、
所管行政庁が定めた措置を講じる。

・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の浸入を防止する部分  
・住宅に設ける給水又は排水のための設備

※申請先の所管行政庁に確認が必要共同住宅及び
長屋に適用

○

耐震等級（倒壊等防止）　　　 

耐震等級（倒壊等防止）　　      

耐震等級（倒壊等防止）　

品確法に定める免震建築物

（階数が２以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては　　　　　
※１ 

）

かつ 安全限界時の層間変形を1/100（木造の場合1/40）以下

かつ 各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準
※２ 

に適合する
　　 もの（鉄筋コンクリート造等の場合に限る）

次のいずれかに該当する場合

—躯体天井高さ 2,650mm 以上

※１： 屋根へ PV 等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※２： 各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれ Dｓが鉄筋コンクリート造の場合は 0.3（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は 0.25）かつ各階の
　　 応答変位の当該高さに対する割合が 1/75 以下であること又はＤｓが鉄筋コンクリート造の場合は 0.55（鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は 0.5）で
 あること。　　

３ ４

一戸建ての住宅で人の

居住の用以外に供する

部分を有しないものに

限ります。

数世代にわたり住宅の構造躯体が使
用できること。

極めて稀に発生する地震に対し、継
続利用のための改修の容易化を図る
ため、損傷のレベルの低減を図るこ
と。

良好な景観の形成その他の地域にお
ける居住環境の維持及び向上に配慮
されたものであること。

建築時から将来を見据えて、定期的
な点検・補修等に関する計画が策定
されていること。

良好な居住水準を確保するために必
要な規模を有すること。

居住者のライフスタイルの変化等に
応じて間取りの変更が可能な措置が
講じられていること。

将来のバリアフリー改修に対応でき
るよう共用廊下等に必要なスペース
が確保されていること。

構造躯体に比べて耐用年数が短い設
備配管について、維持管理（点検・
清掃・補修・更新）を容易に行うた
めに必要な措置が講じられているこ
と。

必要な断熱性能等の省エネルギー性
能が確保されていること。 共同住宅、長屋その他の一

戸建ての住宅以外の住宅を

いい、店舗等との併用住宅

を含みます。

自然災害による被害の発生の防止又
は軽減に配慮されたものであること。

— ○

○ ○



申請

申請 認定
通知

交付

確認書等 添付図書認定申請書＋＋ ＋

確認書等（確認書又は住宅性能評価書（長期使用構造等

であることの確認結果が記載されたもの））の交付

⇒

添付図書

認定申請の受付

適合審査・認定

認定通知書の交付

⇒
⇒

※申請手続きは、施工事業者等が代理で行うことも可能です。

申請先の所管行政庁の検索
（一社）住宅性能評価・表示協会
のホームページでご確認ください。

工事完了時には、原則として認定を受けた計画に基づいて工事が完了した旨の報告が必要となります。

住宅を長期にわたり良好な状態で使用するためには、建築時において耐久性を確保するとともに、工事完了後に計

画的に点検を行い、適切に補修及び改良等を行うことが必要になります。

認定を受けられた方は、申請時に作成した維持保全計画に従って計画的に を実施し、必要に応じて ・ ・

を行うこと、さらにその内容の を作成し保存することが求められます。

＋

修
繕
記
録
の
保
管

調
査
記
録
の
保
管

改
良
記
録
の
保
管

調査・修繕・改良の結果を踏まえ、必要に応じて維持保全計画を見直し

活
用

工事完了から
　　 10 年以内

10年以内
△年後 □年後・・・

活
用

活
用

活
用

活
用

点
検
記
録
の
保
管

10 年以内

・維持保全の期間は、

30 年以上

・点検時期の間隔は10

年以内

・地震・台風時に臨時

点検を実施

・点検の結果を踏まえ、

必要に応じて調査、

修繕又は改良を実施

・住宅の劣化状況に応

じて内容を見直し

確認申請書 設計住宅性能評価申請書または

添付図書

認定申請書

建築確認に関する申請図書

上記、登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等であるかの確認の求めを行わず、直接所管行政庁へ認定申請する場合は、

長期法施行規則第２条第１項の表の通りです。

長期使用構造等であるかの確認

※手続きの詳細は、全国にある「登録住宅性能評価機関」にお問合せください。

５ ６

長期使用構造等で
あるかの確認を登録

住宅性能評価機関へ申請


